
③チーム員の派遣

福島県
（災害対策本部）

【役割】
災害時支援体制の構築
災害派遣福祉チーム員の養成（研修）
災害時活動マニュアルの整備
協定締結の推進、市町村との連携促進

【構成団体】
・県社会福祉士会
・県介護支援専門員協会
・県医療ソーシャルワーカー協会
・県精神保健福祉士会
・県理学療法士会
・県作業療法士会
・県介護福祉士会
・県老人保健施設協会
・県老人福祉施設協議会
・県認知症グループホーム協議会
・県障がい児者福祉施設協議会
・県社会福祉協議会
・県社会福祉法人経営者協議会
・福島県

県広域災害福祉支援ネットワーク協議会

避難所

福祉避難所

社会福祉法人､医療法人､
福祉施設、医療機関等

②派遣要請 ⑤費用弁償

④ 派遣

被災市町村

被災地

①派遣要請

福島県災害派遣福祉チームについて
東日本大震災を教訓に、福祉関係団体と県で「県広域災害福祉支援ネットワーク協議会」を設立し、

大規模災害時に要配慮者の福祉・介護等のニーズ把握や応急的な支援を担う、「福島県災害派遣福祉チーム」の
派遣体制の整備に取り組んでいます。

〈平常時〉協定締結

○福祉・介護等の専門職員５名前後で構成する専門職チーム。
（社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士、
理学療法士、作業療法士、医療ソーシャルワーカー等）

※県と協定を締結した法人・施設等に所属し、協議会が開催する「養成研
修」を受講した者をチーム員として登録している。

○活動内容
「災害関連死につながる二次被害」の発生を防止するため、
要配慮者のニーズ把握や相談支援、スクリーニング（福祉・介護専門職
の視点によるアセスメント、福祉避難所等への移送判断等）、避難所の
機能支援等を行う。

○集合場所（資機材保管場所）
各保健福祉事務所、いわき地方振興局

福島県災害派遣福祉チーム
（県内７方部毎の編成を想定）
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【初期対応】

・連携体制の構築、相談体制の確立

・スクリーニング、優先的搬送対応

・福祉避難室確保、ニーズの掘り起こし

・環境整備、衛生対策

・情報提供、生活支援

引き上げ（チーム交代）
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災害派遣福祉チームの活動イメージ
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県広域災害福祉支援
ネットワーク協議会

派遣可能な

チーム員の調整

チーム編成

各保健福祉事務所及びい
わき地方振興局へ集合、

現地へ出発
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救命救急等の緊急対応 救護所・避難所等での医療等の活動


